
 

   名桜大学個人研究費の手続きに関する内規 

（平成２５年４月２４日制定） 

 

（目的） 

第１条 この内規は、公立大学法人名桜大学における研究活動等の不正防止に関する

規程に基づき、個人研究費の手続きに関して必要な事項を定める。 

 （研究計画書等の提出） 

第２条 個人研究費の交付を受けようとする者は、研究計画書（様式第１号）を在職

者は前年度３月、採用者は所定の期日までに（以下、「提出期日」という。）国際学

群長、人間健康学部長、リベラルアーツ機構長、助産学専攻科長または博士後期課

程研究科長に提出しなければならない。 

（個人研究費の配賦） 

第３条 個人研究費は、提出期日までに研究計画書を提出した専任教員に対して３０

万円を一律配賦する。ただし、前年度において、学術研究助成基金助成金または科

学研究費補助金（以下、「科研費」という。）に研究代表者として申請していない専

任教員の個人研究費については、次の各号に該当する場合を除き、当該研究費から

１０万円減額することとする。 

(1)   現在補助を受けている科研費が次年度も継続する場合、または科研費の研究

活動等の進捗により、研究延長を申請し、延長が認められた場合 

(2)   採用年度（中途採用等については、第４条により在職期間の調整を行う。） 

２ 前項に規定する個人研究費の配賦の条件は次の全ての各号に該当するものとする。 

(1)  研究計画書を提出期日までに提出していること。 

(2)  規則等の遵守、不正を行わない等の「誓約書」を提出していること。 

(3)  前年度（新任者は採用時）に「コンプライアンス研修」を受講していること。 

(4)  ３年以内に「研究倫理 e ラーニング」を受講していること。 

（休職者及び中途採用者等に係る配賦額の調整） 

第４条 休職者、中途採用者及び中途退職者の個人研究費の配賦額については、調整

を行う。 

２ 支給対象期間のすべてを休職した場合は、当該年度の個人研究費の配賦は行わな

いものとする。 

３ 産前産後休暇、育児休業及び介護休業以外の事由（業務によらない傷病、事故等）

により休職した者が支給対象期間中に復職し、第２条に基づく手続きを行った場合

は、月割り計算で復職月から年度末までの月数分の個人研究費を配賦するものとす

る。 

４ 産前産後休暇、育児休業及び介護休業中の者が休業期間中または復職後において

第２条に基づく手続きを行った場合、個人研究費を配賦するものとし、休業中の除

算は行わない。 

５ 中途採用者が第２条に基づく手続きを行った場合は、月割り計算で採用月から年

度末までの月数分について個人研究費を配賦する。 



 

６ 中途退職予定者の個人研究費は、月割り計算で退職予定月までの月数分について

配賦する。個人研究費の配賦後に退職することが判明した場合は配賦額を変更する。 

７ 復職月または採用月が１月以降となった者については、原則として配賦は行わな

い。 

（支給対象期間） 

第５条 個人研究費支給対象期間は、各年度の４月１日から翌年３月３１日までとす

る。 

 （個人研究費の使途の範囲及び制限） 

第６条 個人研究費の使途範囲は、本人の研究活動に必要と認められるもので、次の

各号に該当するものとし、具体的な支出費目については、別表に定める。ただし、

本来個人研究費以外の予算から支出すべきもの（例：机、椅子、書棚等。ただし、

研究室用書架は標準据付書架が不足する場合に限り範囲とする。）、自宅で使用する

機器備品、用品等、また、一般的に公用と私用の区別がつけにくい物件については、

使途範囲から除かれる。 

(1)  図書、工具器具備品、消耗品 

(2)  調査、資料収集等の目的で国内外に出張する場合の旅費 

(3)  研究補助目的で使用する謝金・給与 

(4)  卒業研究指導並びに修士・博士論文指導に係る経費 

(5)  その他、教育・研究のための支出であると認められるもの 

 （申請と精算時期） 

第７条 個人研究費の申請は、次の各号に掲げるものについて、所定の期日までに個

人が行うものとする。ただし、科研費等、他の経費との出張をあわせた一連の出張

を希望する場合は、事前に環太平洋地域文化研究所及び総務課まで連絡を行い、調

整することとする。 

(1) 執行するにあたり、やむを得ず立替払いを行った場合は、５日以内に立替理

由書及び領収書を支出伺書に添付の上、別表の各提出先に申請する。精算は原

則翌月末に行うものとする。 

(2) 出張を申請する場合は、出張の２週間前までに行うこととする。 

(3) 研究補助目的で使用した謝金・給与に係る支払については、使用した月の翌

月５日までに会計課に申請する。精算は原則翌月給与支給日に行うものとする。 

(4) 業者払いについては、原則納品後２週間以内に申請したものについて、申請

した月の翌月末に精算を行うものとする。 

(5) 最終申請は、原則として、消耗品（雑誌・図書資料を含む）、図書及び備品の

購入に関しては１２月末まで、それ以外のものの申請については、当該年度の

３月１５日までに行うものとする。 

（出張期間と調査研究期間） 
第８条 学会出張の期間は、原則として学会出席に要する期間とする。ただし、調査

研究も兼ねて出張する場合は原則として１０日以内とする。 
２ 調査研究は、可能な限り講義が行われない時期に実施しなければならない。 



 

 （繰越禁止） 

第９条 配賦された予算の残額は次年度に繰り越すことはできない。 

 （物品の帰属） 

第１０条 個人研究費で購入した次の各号に掲げる物品等（消耗品を除く。）は、大学

に帰属するものとする。ただし、在職中は個人の研究室に保管することができる。 

(1)  少額資産（取得価額が１０万円以上５０万円未満） 

(2)  換金性の高い物品 

(3)  ５千円以上の図書 

 （使用の制限及び使用額の返還） 

第１１条 個人研究費は、産前産後休暇、育児休業及び介護休業以外の事由（業務に

よらない傷病、事故等）により休職した期間は使用することができない。 

２ 産前産後休暇、育児休業及び介護休業中の者については、所属長が特に認めた範

囲においてのみ使用することができるものとし、出張は認めないものとする。 

３ 中途採用者は採用日以後の期間が含まれた学会費等については、採用月分から認

めるものとする。 

４ 中途退職予定者が配賦額を超えて使用していた場合は、原則として超えた使用額

について大学へ返還するものとする。また、退職日後に該当する学会費等について

は取り扱わないものとする。 

（個人研究費の執行状況報告） 

第１２条 会計課は、「名桜大学不正防止推進活動計画」に基づき、四半期毎に個人研

究費の執行状況を研究費不正防止推進委員会に報告するものとする。 

（個人研究費の適正執行の目安） 

第１３条 個人研究費の適正な執行の目安は、次の各号に掲げる執行率とする。 

 (1)  期間 4 月～6 月  執行率 20％～30％ 

 (2)  期間 4 月～9 月  執行率 50％ 

 (3)  期間 4 月～12 月 執行率 70％～90％ 

（庶務） 

第１４条 この内規に関する庶務は、会計課において処理する。 

 （改廃） 

第１５条 この内規の改廃は、教育研究審議会の議を経て学長が行う。 

 （補則） 

第１６条 この内規に定める適用に関し、必要があると認められる場合は、教育研究

審議会の議を経て学長が決定する。 

 

 

附 則 

 この内規は、平成２５年４月２４日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この内規は、平成２６年７月２３日から施行する。 



 

附 則 

 この内規は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月１７日） 

 この内規は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年２月１４日） 

 この内規は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年８月２６日） 

 この内規は、令和２年８月２６日から施行する。 

   附 則（令和３年４月２８日） 

この内規は、令和３年４月２８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 附 則（令和３年１２月１６日） 

この内規は、令和３年１２月１６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

費目 適用・例示 提出書類・提出先 

備品費 

・１件または１組の取得価額が原則

として耐用年数１年以上かつ 10

万円以上 50 万円未満の物品。 

・上記物品（備品費）は、台帳に登

録、管理を行うため、私費や他の

経費との合算使用はできません。 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書（２人以上） 

・納品書 

・請求書 

 

提出先：施設課 

消耗品費 

・原則として取得価額が 10 万円未

満または耐用年数が 1年未満の物

品。 

・文房具、フィルム、トナー、パソ

コンソフト、薬品等 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書（１件につき 10 万円

を超える場合は２人以上） 

・納品書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先：施設課 

図書 

・研究上必要な 5,000 円以上の図書 

・有形固定資産として取り扱うの

で、私費やほかの経費との合算使

用はできません。 

 

（退職時には図書館へ返却するこ

と。） 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書 

・納品書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先 

① 図書の登録等：図書課 

② その後、施設課 

消 耗 品 費 （ 雑

誌・図書資料） 

・研究上必要な 5,000 円未満の図書

は有形固定資産とはせず、消耗品

扱いとする。 

・その他、固定資産の登録を要しな

い逐次刊行物、視聴覚資料等の図

書資料 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書 

・納品書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先：施設課 



 

通信運搬費 ・研究上必要な連絡費及び運搬費 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書 

・納品書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

・宅急便の場合は物品名が明

記されている送付状 

 

提出先：施設課 

印刷製本費 ・研究上必要な印刷費及び製本費 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書（１件につき 10 万円

以上となる場合は２人以

上） 

・納品書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先：施設課 

旅費交通費 

・学会参加、研究活動、資料収集等

の旅費 

 

・航空運賃（エコノミークラス料金）

は実費 

 

・宿泊料は実費（１日あたりの上限

有） 

＜出張前＞ 

・出張伺兼支出依頼書（旅費） 

・旅費明細書 

・学会の場合は、開催通知書、

プログラム等 

・調査・資料収集の場合は、

個人研究費「調査研究・資

料収集等」日程表 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

＜出張後＞ 

・復命書（航空券半券貼付） 

・旅費執行確認書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・海外出張の場合は、パスポ

ートの出国及び帰国スタン

プ部分の写し。（空港での

スタンプ免除の場合は、往

復のボーディングパス控を

提出する。） 

・レンタカーを使用した場合

は借用期間など詳細が明記

されている資料 

 

提出先：総務課 



 

修繕費 

・機械・器具の修繕（他の研究費等

で購入した物品も対象としま

す。） 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書 

・納品書または作業報告書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先：施設課 

賃借料 ・機械、器具の賃借料 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書 

・納品書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先：施設課 

謝金 

給与 

業務委託費 

・個人に対して支払う翻訳・校正・

校閲料 

・ヒアリング・アンケート・被験者

等謝礼 

・データ入力謝礼、テープ起こし謝

礼など。 

・学生を雇用する場合は、学業に支

障の無いよう配慮すること。 

・外国人留学生については、就労時

間数に制限がありますので、国際

交流課に確認すること。 

・１日６時間以上勤務させる場合

は、１時間の休憩時間を取らせる

こと。出勤簿は休憩時間を除いて

記載させること。 

・源泉徴収税は発生する可能性があ

るので、原則立替は不可 

・データベース・プログラム・デジ

タルコンテンツ開発・作成 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・学生等を雇用する場合は、

誓約書、出勤簿（手書き）

及び口座振込依頼書 

・請求書 

 

提出先：会計課、施設課 

諸会費 

・学会年会費、大会参加費、講習会

受講料等 

・大会の参加費は年度内開催のもの

が対象。懇親会費、弁当代は対象

外 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・学会名、年度、年会費等記

載の請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先：会計課 



 

その他 
・特殊な役務 

機器の保守・点検など 

・支出依頼書（謝金等経費） 

・見積書 

・納品書 

・請求書 

・やむを得ず立替えた場合は

立替理由書及び領収書 

・ただし、立替える場合は 10

万円未満とする。 

 

提出先：施設課 

  

  


